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南区フットサルリーグ事務局 

 

新型コロナウィルス(等)感染防止対策ガイドライン(改) 
 

新型コロナウィルス感染症の感染予防対策として、南区フットサルリーグとして以下の項目

を実行することとする。 

 

① 横浜市や会場の感染対策を遵守する。 

② 各自、手洗い、うがい、手指消毒を徹底して行う。 

③ 館内での飲食は禁止。試合中の水分補給だけにする事。 

④ 清水ヶ丘公園体育館では受付に体温測定機が設置してあるので、体温のチェックを必ず

行い当日のメンバー表に記載する事。 

⑤ チームの代表者は、必ず試合前にチーム構成員全員の体調を確認および把握をすること。

また発熱がある等体調の悪い構成員はベンチ入りさせない。(帰宅させて下さい。) 

⑥ 試合に参加するすべてのチーム構成員、審判員、オフィシャルのマスク着用を認める。 

⑦ チーム代表者は当日の参加者の把握を確実に行う。当日のメンバー表等を 1か月程度控

えるようにする事。 例：当日に提出するメンバー表を画像などで保存する。 

⑧ 着替えは更衣室にて行う事。(更衣室の利用にあたっては人数制限があるので早めの行動

を心がけて下さい。) 

⑨ 体育室へ入室できるのは「登録選手」「登録チーム役員」「担当主審」「リーグ運営」「オ

フィシャルチームのオフィシャル業務を行うもの」のみとする。(※オフィシャル業務を

行なわいオフィシャルチームの方は入室できません。) 

⑩ ⑨に該当しない方は体育館の敷地内への入場禁止。(家族や友人等を含みます。お子様を

連れてくる行為はおやめください。守れないチームは処分します。) 

⑪ 前の試合が終了したら次の試合の関係者の入場を認めるものとし、入れ替えは速やかに

行う事。 

⑫ 試合(またはオフィシャル業務)が終了しましたら速やかに退館する事。敷地内に留まる

すべての行為を禁止とします。 

⑬ 握手は行わない。試合開始時の整列及び礼は、主審の集合準備の合図で両チームがセン

ターサークルへ整列し、その場で礼を行う。試合終了時も同様とする。（可能な限り、互

いの距離をあける） 

⑭ 内履き(フットサルシューズ)で体育室の外へ出る行為は禁止。出る時(特にトイレへ行く

時)は必ず外履きへ履き替える事、絶対に面倒くさがらず行なう事。 

⑮ チームが、チーム内に感染の恐れがある者がいる、または自主的に感染予防を図ること

を理由として棄権した場合は放棄試合とするが、これに対するペナルティー(※０-5の敗

戦以外)は課さない。 

⑯ 開催直前であっても情勢の変化や上部団体、関係行政機関の指導等により、急遽延期又

は中止する場合があることをあらかじめ了知ください。 


